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冬
に
流
行
す
る

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
注
意
し
ま
し
ょ
う

家
屋
を
新
築
・
増
築
、
取
り
壊
し
た
と
き
は

届
け
出
が
必
要
で
す

申
告
は
お
早
め
に

償
却
資
産
の
申
告
は
１
月
31
日
㈬
ま
で

吐
物
が
喉
に
詰
ま
る
こ
と
で
肺
炎
の
原

因
と
な
り
、
生
命
に
危
険
が
及
ぶ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

感
染
予
防
の
３
つ
の
対
策

❶
手
洗
い
の
徹
底

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
、
細
菌
や
ウ
イ
ル

ス
の
な
か
で
も
特
に
小
さ
く
、
手
の
し

わ
の
間
に
入
り
込
み
や
す
く
な
っ
て
い

ま
す
。
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
だ
け
で
は
十

分
に
殺
菌
で
き
な
い
た
め
、
手
洗
い
を

徹
底
し
、
ウ
イ
ル
ス
を
洗
い
流
す
必
要

が
あ
り
ま
す
。

❷
加
熱
処
理
で
殺
菌

　
食
品
の
中
心
温
度
を
85
～
90
度
以
上

に
し
て
90
秒
以
上
加
熱
す
る
こ
と
で
ノ

ロ
ウ
イ
ル
ス
を
殺
菌
で
き
ま
す
。

❸
除
菌
・
拡
散
予
防

　
調
理
器
具
を
殺
菌
し
て
二
次
感
染
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
家
庭
内
に
感
染
者
が

い
た
り
、
下
痢
を
し
て
い
る
場
合
は
、

ト
イ
レ
を
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
で

清
掃
除
菌
し
ま
し
ょ
う
。

■
取
り
壊
し
た
場
合

　
住
宅
や
倉
庫
な
ど
家
屋
の
一
部
ま
た
は

全
部
を
取
り
壊
し
た
と
き
は
、
法
務
局
へ

の
滅
失
登
記
ま
た
は
税
務
課
へ
の
滅
失
届

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
特
に
年
内
の
取
り
壊
し
は
、
手
続
き
を

し
な
か
っ
た
場
合
、
翌
年
度
も
引
き
続
き

課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早

め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

工
事
、
植
栽
、
外
灯
、
駐
輪
場
な
ど

農
業
：
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
、
ロ
ー
タ

リ
ー
、
管
理
機
、
保
冷
庫
な
ど

そ
の
他
：
パ
ソ
コ
ン
、
コ
ピ
ー
機
、
看

板
、
レ
ジ
ス
タ
ー
、
太
陽
光
発
電
設
備

な
ど

■
申
告
期
限

　
平
成
30
年
１
月
31
日
㈬

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
ル
ー
ト

❶
飲
食
物（
経
口
感
染
）

　
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
食
品

や
、
井
戸
水
な
ど
の
飲
料
水
を
口
に
す

る
こ
と
で
感
染
し
ま
す
。
ま
た
、
ノ
ロ

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
人
が
調
理
し
た

食
べ
物
な
ど
か
ら
も
感
染
し
ま
す
。

❷
人
か
ら
人
へ（
接
触
感
染
）

　
感
染
者
の
お
う
吐
物
や
便
な
ど
、
ま

た
手
す
り
や
ド
ア
ノ
ブ
に
触
れ
る
こ
と

で
感
染
し
ま
す
。

　
乳
幼
児
や
高
齢
者
な
ど
は
、
脱
水
症

状
を
起
こ
し
て
重
症
化
し
た
り
、
お
う

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
現
在
の

状
況
で
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
を
新
築
・

増
築
、
取
り
壊
し
た
と
き
は
届
け
出
が
必

要
で
す
。

■
新
築
・
増
築
し
た
場
合

　
家
屋
を
未
登
記
で
新
築
・
増
築
し
た
と

き
や
、
売
買
な
ど
で
所
有
者
を
変
更
し
た

と
き
は
、
税
務
課
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

建
築
確
認
手
続
き
が
不
要
な
10
㎡
未
満
の

増
築
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

　
個
人
や
法
人
が
事
業
で
所
有
す
る
構
築

物
や
機
械
、
備
品
な
ど
の
償
却
資
産
は
、

固
定
資
産
税
の
課
税
対
象
で
す
。
１
月
１

日
現
在
で
町
内
に
償
却
資
産
を
所
有
す
る

場
合
は
、
資
産
状
況
の
申
告
が
必
要
で
す
。

資
産
状
況
に
変
更
が
な
い
場
合
で
も
、
同

様
で
す
。

■
償
却
資
産
の
例

ア
パ
ー
ト
経
営
：
駐
車
場
舗
装
、
外
構

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
力
が
強
く
、
感
染
す
る
と
激
し
い
お
う
吐
や
下
痢
の
症
状
が
現

れ
ま
す
。
集
団
感
染
の
危
険
性
も
あ
る
の
で
、
冬
場
は
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

   
搬入はお済みですか
災害廃棄物の受け入れは
12月22日㈮まで
　熊本地震で発生した災害廃棄物は、解体木や瓦・ブ
ロックなどのがれき類に限って受け入れていますが、仮
置場の受け入れは12月22日㈮で終了します。
　終了後は仮置場に搬入することはできませんので、早
めの搬入をお願いします。

■問い合わせ　
　環境生活課　ごみ減量推進係　☎（232）2114

気付いてください　ヘルプのサイン
「ヘルプカード」を配布します
■ヘルプカードとは
　外見から分からない内部障がいや発達障がい、難病な
どを抱える人々が、周囲に配慮を必要としていることを
知らせるためのものです。
　カードを見かけたら、思いやりのある行動をお願いし
ます。

■受け取り方法
　福祉課窓口、県障がい者支援課や県の出先機関で無料
（申請不要）で配布しています。
　県のホームページに印刷用データが公開されています
ので、自分で作ることもできます。
■使用方法
　市販の名札ケースに入れて首から下げたり、ストラッ
プを使ってかばんに付けるなど、周囲から見えやすい箇
所につけて携行してください。
　また、カードの裏面には自身の症状や支援してほしい
ことなどを自由に書き込むことができます。

■問い合わせ
　福祉課　障がい福祉係
　☎（232）4913

（記入例）
○○の発作があり、意識を失うことがあり
ますが、数分で収まります。
発作中はゆすったり、叩いたり、大声をか
けないでください。発作後は眠ってしまう
ことがありますので、危険な場所にいたら
移動させてください。
緊急連絡先：＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊（家族）

裏面は加工してあるので、
ボールペンでも記入できます！

穴にストラップ
を通してカバン
などに付けるこ
とができます！

表面

裏面

   
設置はお済みですか
住宅用火災警報器の
設置・定期点検をしましょう
　住宅用火災警報器は、消防法で設置が義務付けられて
います。設置することで、万が一の時でも、いち早く火
災を知らせてくれます。もし設置されていない場合は、
早急に設置しましょう。
　また、住宅用火災警報器は警報を発していなくても常
にセンサーが作動し監視しています。本体の消耗・劣化
を考慮し、定期的な点検・手入れを行うとともに、10
年を目安に本体を交換しましょう。

■問い合わせ　
　総務課　交通防災係　☎（232）2111
　菊池広域連合消防本部予防課　☎（232）9334
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